
※中核機関とは…
協議会の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネート

を担う中核的な機関

（相談対応・チームの支援・協議会の開催・家裁との連携・後見

人受任者調整等の支援等…）

連携・支援

弁護士会・司法書士会・行政

書士会・社会福祉士会・税理

士会等

民間団体・NPO等

医療・福祉関係団体

金融機関

家庭裁判所 中核機関

市町村 都道府県

民生委員・自治会等

地域関係団体

協議会

直営又は委託

チーム 社会福祉協議会

地域包括支援センター

障害福祉

サービス

事業者 相談支援専門員

医療機関

本人 後見人等
（認知症高齢者）

介護

サービス

事業者

医療機関

ケアマネジャー

チーム

本人 後見人等
（障がい者）

※地域連携ネットワークとは…

・全国どこに住んでいても、必要な人が成年後

見制度を利用できる地域体制の構築

・権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必

要な支援につなげる地域連携の仕組みで、

「チーム」「協議会」「中核機関」を構成要素

とする。

※チームとは…

本人の状況に応じて、本人に身近な親族、

福祉・医療・地域の関係者と後見人がチーム

となって日常的に本人を見守り、本人の意思

や状況を継続的に把握し、必要な対応を行う

体制

地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の イ メ ー ジ

≪地域連携ネットワークの役割≫
＊権利擁護支援の必要な人の発見・支援

＊早期の段階からの相談・対応体制の整備

＊意思決定支援・身上保護を重視した成年後見

制度の運用に資する支援体制の構築

≪地域連携ネットワークの機能≫
＊広報機能 ＊相談機能 ＊成年後見制度利用促進機能

＊後見人支援機能 ＊不正防止機能

※協議会とは…

専門職団体や関係機関が連携体制を強化するための

協議会。「チーム」を支えるため、福祉・法律の専門

職が専門的助言・相談対応等の支援に参画する仕組み。
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